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はじめに

地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、教育委員会は、毎年、その権限に
属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告
書を作成し、議会に提出するとともに公表することとされています。

宮代町教育委員会では、同法の趣旨に基づき、「宮代町教育行政重点施策」に沿って
教育行政の執行状況を自己点検し、今後の教育行政に生かすとともに、町民のみなさま
に説明責任を果たすべく、平成２７年度における教育委員会の事務に関する点検・評価
を実施し報告書にまとめました。本報告書を通して、町民のみなさまに各事業がどのよ
うに展開されているのか、その執行状況を公表し、ご意見をいただき、よりよい宮代町
の教育を充実、実現してまいりたいと考えております。

なお、この点検・評価を行うにあたりましては、教育に関し学識経験を有する者の知
見を活用するとともにその客観性を確保する観点から、３名の外部評価委員からご意見
をいただきました。
今後とも教育行政の執行状況について点検・評価を実施し、効果的な教育行政を推進し
てまいります。

平成２８年８月

宮代町教育委員会
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Ⅰ．平成２７年度の宮代町教育行政重点施策

宮代町教育委員会は、「憧れを未来につなぎ、生きる力をはぐくむ宮代教育」を基本理念

として、２つの基本方針の下、５つの基本目標に基づいて教育各分野の施策に取り組んでき

ました。

方針Ⅰ 未来を拓く、心豊かでたくましい児童生徒の育成

１．確かな学力と自立する力の育成

２．健康で心豊かな児童生徒の育成

３．質の高い学校教育の推進

方針Ⅱ 町民の創意を生かした学びの場づくり

４．家庭・地域の教育力の向上

５．生涯学習とスポーツの振興

町民一人一人が、さまざまな社会環境の変化に対応し、人間と環境が調和した景観を創

造していきながら、ゆとりと生きがいのある充実した生活を送るため、自ら学び、豊かな

感性と創造性に富み、地域社会に貢献できる２１世紀を担う心豊かな人間の育成が図られ

れるよう、引き続き町民の期待に応える教育を推進してまいります。

Ⅱ．評価方法について

１．自己評価

教育委員会では、平成２７年度に実施した各事務事業の実施結果を、「Ⅰ．宮代町教育

行政重点施策」に掲げる各目標に照らした「達成度合い」を以下の４段階に分けて自己評

価を行いました。

◎ 前 進 ○ 達 成 △ 未達成 × 未実施

実施内容の向上・改善 教育重点施策に掲げる 予定・計画の水準未達 事業未実施

新たな取組みの実施 目標を達成 期限までに未完了

２．外部評価

地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、教育委員会の事務の点検評価にあたって

は「教育に関し学識経験を有するものの知見を活用する（同法第27条）とされています。

平成２７年度に実施した各事務事業の点検評価にあたっては、「１．自己評価」に基づき、

３名の方に点検評価を行っていただきました。

氏 名 分 野

小島 明身 学校教育（元小学校長）

中野 幸俊 保護者（宮代町ＰＴＡ連絡協議会）

手 島 亙 生涯学習（宮代町体育協会）
〔敬称略〕

基本目標
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方針Ⅰ未来を拓く、心豊かでたくましい児童生徒の育成

１ 確かな学力と自立する力の育成

（１） 「一人ひとりのよさや可能性を伸ばし、個性を生かす教育の充実」 所 管 自己評価
ア 教科指導の充実と指導方法の工夫・改善 学校教育 ○

イ 学力学習状況調査等の結果の分析と活用 学校教育 ○

ウ 少人数指導・習熟別指導によるきめ細やかな指導の充実 学校教育 ○

エ 中学校区を中心とした特色ある小中一貫教育の推進 学校教育 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼各小中学校で授業研究を実践

２７年度は笠原小、百間中学校で町委嘱研究発表会を開催

▼英語教育強化地域拠点事業（文部科学省委嘱）
百間中学校区(東小、笠原小、百間中学校)における、小学校

における英語の教科化の研究開発に取組

・各学校が研究実践を重ね、指導方法の
工夫、改善に努めており、徐々に成果が
見られ教師の指導力も向上していると思
います。

・個人の力を学校の力に変えることが、組
織全体の教師の力を高めていると考えま
すので、今後もより一層、指導方法の工
夫・改善につとめていただきたいと思いま
す。

・小さいときから英語を学ぶことにより、将
来に役立つと思いますので力を入れてくだ
さい。

▼宮代町教育委員会による委嘱研究推進（各小中学校）
▼宮代町教育課程検討委員会（１２月）
▼宮代町教職員全体研修会の開催

教育課程伝達講習及び教科部会実施

・｢学力向上」を合い言葉に各学校がさまざ
まな取組を行っています。自校の課題にむ
けた具体策がはっきりしています。今後も
成果のあがった取組をぜひ共有、活用し
ていってほしいと思います。

▼学力向上等対策委員会を年間２回開催
調査結果から明確となった自校の課題や課題解決に向けた具

体的な指導内容や指導方法についての情報交換と各校の取組内
容、成果、課題等の共有
・第１回学力向上対策委員会

期日：平成27年8月24日
内容：埼玉県学習状況調査の分析と今後の各小中学校の取組

・第２回学力向上対策委員会
期日：平成27年12月11日
内容：全国学力学習状況調査の分析と各小中学校の取組

・個に寄り添い、きめ細やかな指導が行わ
れることにより、満足感を得られる児童生
徒が増えてきています。また、習熟度別学
習では意欲をもって取り組んでいると感じ
ます。実態把握につとめ、より一層、効果
的な指導に（つとめて）力を注いでほしいと
思います。

▼小学校 非常勤講師を８人配置し、個に応じた指導を実施
非常勤講師が担任と協力し、チームティーチングや少人数指

導、習熟度別学習指導等の学習形態を柔軟に取り入れ、特に算
数の授業において個に応じたきめ細かな指導が充実

▼中学校 非常勤講師を６人配置し、少人数指導を実施
・非常勤講師と教科担任が協力し、チームティーチングや少人
数指導、習熟度別学習指導等の学習形態を柔軟に取り入れ、個
に応じたきめ細かな指導が充実
・各校の実態に応じて、数学２名、保体２名、国語１名、特別
支援学級１名を配置し、生徒の基礎学力の定着及び学力・体力
の向上に成果

▼小中一貫教育推進委員会（６月と３月に実施）
６月：各中学校区における本年度の年間計画及び具体的な取組
について
３月：各中学校区における本年度の実践内容と次年度に向けた
課題について

▼交流活動、交流授業、出前授業、９ヵ年を見通したカリキュ
ラム等、各中学区で学校の実態に即した特色ある教育活動を推
進

・研究授業や交流活動等を通して、９年間
の学習系統性や育てたい力について、共
通理解が図られています。

・小中学校の教員のつながりが深まり、率
直な意見交換や情報交換ができました。
今後も「なめらかな接続」ができるよう努め
てください。
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（２） 伝統と文化を尊重し国際性を育む教育の推進 所 管 自己評価
ア 伝統と文化を尊重する教育の推進 学校教育 ○

イ 外国語活動・英語教育の推進 学校教育 ○

（３） 社会の変化に柔軟に対応する学校教育の推進 所 管 自己評価
ア 環境教育の推進 学校教育 ○

イ 情報教育の推進 学校教育 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
郷土の偉人「島村盛助」を顕彰する英語活動発表会 ・宮代町は、古来からの歴史や文化が

脈々と受け継がれ、質の高い文化の中で
多くの偉人をはぐくんできました。
あまり知られていない偉人もいると思いま
すので、これからも先人に学ぶ機会をつ
くってほしいと思います。

▼外国人英語指導助手（ＡＬＴ）を配置（各中学校１名）
具体的な場面や状況にあった適切な表現を自ら考えた言語活

動など、コミュニケーション能力の向上に寄与

▼各小学校へＡＬＴを週に１日派遣

▼各小学校へ日本人外国語活動補助員を配置（各校１名）
教員とＡＬＴ、児童とのコミュニケーションの活発化に寄与

▼外国語活動･英語教育研修会の開催

▼英語教育強化地域拠点事業（百間中学校区）
・小中を貫く英語科カリキュラムの作成
・小学校の英語教科化に向けた教材開発

・各校とも、熱心に取り組んでいる様子が
窺えました。特に、百間中学校区での取組
は確実に成果をあげ、他校にもよい影響
を与えていると思います。今後もより一層
英語教育の充実に向けて推進してくださ
い。

・外国語、英語教育は児童、生徒が成長し
ていく上で益々必要になると思われます。
早い時期から言葉に触れる環境として、各
取組や実績は、成果を現していると考えま
す。さらに、外国語を学ぶ中で、日本語の
奥深さを感じられるような教育の推進がで
きれば素晴らしいことです。

・教科書だけでなく、ＡＬＴと話すことによっ
て「聴覚」を養って欲しいと思います。

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼環境教育実践
・環境教育担当者会議の開催（5月13日）

各校の環境教育の取組、キッズエコライフの取組
・宮代江戸の日（7月の第１土曜日：7月4日）の取組み

庁舎内に各小中学校の代表的な取組を掲示（30名）
・キッズエコサミット（12月17日（木）実施）

各校の取組発表、キッズエコライフの取組に関するパネル
ディスカッション

・宮代町の環境教育は、キッズエコサミット
などユニークな取組で先進的です。これか
らもこのような教育を推進してほしいと思
います。

・毎日の小さな積み重ねが成果となって表
れています。家族の協力も大きいと思いま
す。これからも「エコライフ」に取り組んでく
ださい。

・キッズエコサミットでは、各校の具体的な
取組が紹介され、意識の向上につながっ
ていると思います。年々、内容が工夫され
てきました。

・中々の取組ですが、熱中症にも配慮して
ください。

▼ＩＣＴ（パソコン、大型テレビ等の情報通信技術）機器の効
果的活用

▼児童生徒、保護者、教職員を対象に情報モラル教育を実施
（各小中学校）
・ネットトラブル防止を含め、情報モラル意識の向上に寄与

・情報機器を介した悪質ないじめ、学校だ
けでは困難な事案ケースも増えてきてい
る。子供たちが巻き込まれることがないよ
う、より一層モラル教育を推進してくださ
い。

・スマートフォンが普及しているので、使い
方など町も一体となって取り組んでほしい
と思います。

6



（４）特別支援教育の推進 所 管 自己評価
ア 障がいのある児童生徒一人ひとりのニーズに応じた適正な
就学支援の推進

学校教育 ◎

イ 特別支援教育体制の確立と交流及び共同学習の推進 学校教育 ○

ウ 特別支援教育サポーターの効果的活用 学校教育 ○

２ 健康で心豊かな児童生徒の育成

（１） 豊かな心を育む教育の推進 所 管 自己評価
ア 道徳教育の推進 学校教育 ○

イ 豊かな心を育む体験活動の推進 学校教育 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼就学支援委員会を年に３回開催（H27.6、11、H28.1）

特別な配慮を要とする児童生徒に対しての教育・医療・福祉
等専門的分野からの適切な支援

▼特別支援教育サポートチームによる各小・中学校訪問の実施
（各校１回以上実施）
・児童生徒の観察と、専門的な立場から対象児童生徒の問題分
析と効果的な指導法や対処法について学校へ提案
・学校からの要請に応じて、ウイスクⅣ（発達検査）の実施

▼笠原小学校に「自閉情緒学級」開設

▼「難聴・言語通級指導教室」開設準備

・各学校では、保護者と連携を図りながら
適正な就学支援を進めています。早い時
期からのサポートチーム巡回訪問では、
コーディネーターの先生から指導・助言を
いただくことが出来、とても充実していま
す。

・サポーターの配置により、支援の手が差
しのべられるようになってきた。是非、効果
的な活用を図ってください。

・「ことばの遅れ」を指摘される児童は少な
くない。そんな中、教室が開設されることと
なり本当によかったと思います。早い時期
からの適切な指導を望みます。

▼交流活動（宮代特別支援学校、小中学校間）の実施

▼支援籍の実施（笠原小、百間小）

・小学校就学前のお子さんに対しても早い
時期から関係機関と連携を図り、就学に
向けた保護者との相談を行っており、適正
な就学につながっています。

▼特別支援教育サポーターを各小学校に１名配置
特別に配慮を要する児童に対しての適切な支援

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼郷土道徳資料（「島村盛助」「どんぐりピアノ」「山崎山」）の活用
・身近な地域教材を活用した心の教育の推進
・道徳教育に対する教員の意識や授業力の向上

▼「宮代道徳の日（11月19日）」の設定
規範意識や生命を大切にする心、他人を思いやる心等の豊かな心

の育成に向けた学校における取組を地域へ発信

▼年次研修における授業研究会の実施

・各学校では道徳の時間を要として道徳教
育に力を入れています。また、地域や家庭
の協力を得ることで児童生徒の豊かな心
が育まれています。これからも豊かな心を
育み、道徳的実践力を身に付けさせて
いってほしいと思います。

・町独自の郷土道徳資料を活用したり、
「道徳の日」を設定する等、地域に根ざし
た教育が図られています。

・宮代町の偉大な先輩、島村盛助氏の人
柄や業績、広範な人付き合いは今後も広
く伝えていくことが必要です。

・どんぐりピアノのエピソードも含めて、
中々伝え難い「誇りや誇らしいこと」を学ぶ
きっかけとなる可能性を強く秘めていると
思います。

▼各小中学校での福祉体験学習
（車椅子･点字･手話･アイマスク体験）
▼学校ファームの推進
▼職場体験学習（中学１・２年生）
事業所などの職場で働き、また働く人と接することを通して、生徒の

勤労観、職業観を育成
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ウ 読書活動の充実 学校教育 ○

エ キャリア教育・職業教育の推進 学校教育 ○

（２） 総合的な不登校対策の推進 所 管 自己評価
ア 教育相談体制の充実 学校教育 ○

イ いじめ・不登校防止の推進 学校教育 ○

9



▼朝の読書活動、学校図書ボランティア活用、学校図書の充実
小学校における「読み聞かせ」の実施

・朝の読書活動が定着してきています。特
に、「読み聞かせ」の時間は子供たちがと
ても楽しみにしているようです。

・人の声で語り、伝える「読み語り」は、長
い時間を経て大きな思い出となり、心のど
こかに浸透していると思います。

・ボランティアの皆様のご協力をいただい
て、今後も続けてください。

▼ふれあい講演会を各中学校で開催
進路に対する生徒・保護者の意識の啓発

▼職場体験学習を各中学校で実施
事業所などの職場で働き、また働く人と接することを通して、生徒の

勤労観、職業観を育成

・社会から仕事に対する姿勢や人との接し
方を学ぶことができる貴重な機会といえま
す。

・職場体験は、様々な分野があるため重な
らないように受入事業所の増加に努めて
ほしいと思います。

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼町非常勤講師として不登校対策学習支援員を各中学校に1名配
置

▼全教職員が共通理解の下、一人ひとりの児童生徒に寄り添いな
がら教育活動を推進
・全児童・生徒に対する不登校児童・生徒割合0.77％
（平成26年度国平均1.21％、県平均0.95％）
（H27不登校の児童・生徒 17人 ← H26 16人 ）

・宮代の不登校の率が全国や県の割合を
下回っていることは、日頃の先生方の努力
が成果をあげていると考えられます。

・不登校傾向の子供は少なくありません。
各校では保護者と密に連絡を取り合いな
がら、早期対応に努めています。不登校
対策支援員、スクールカウンセラー、さわ
やか相談員の働きかけは大きいと思いま
す。今後は、新たな不登校を生まない取組
を行うことが不可欠かと思います。

▼教育相談員（教育委員会事務局内 １人配置）

▼教育相談員による学校訪問（毎月１回、各小中学校を訪問）

・不登校の未然防止の取組としては、対人
関係改善、学習面の改善なども挙げられ
ます。「不登校ゼロ」を掲げ、引き続き取り
組んでください。

▼さわやか相談員（中学校に１人ずつ配置）、ボランティア相談員（中
学校に１人ずつ配置）
・さわやか相談室等で学び、教室への復帰支援

▼スクールカウンセラー（県より２人、月に２日各中学校に配置）
専門的な見地からの保護者への支援や相談活動

・いじめ、不登校への対応には地道で継続
的な取組が不可欠で、当事者のご尽力に
感謝するとともに、今後の粘り強い対応に
期待します。

・専門家との対策の共有や先生同士、先
生と親などの連携を取りながら進めていく
ことが必要だと思います。

▼いじめ・不登校対策会議の実施（年間３回、各学期1回）
各校の課題や成果ある取組みについての共有化
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（３） 健康・安全教育の推進 所 管 自己評価
ア 交通安全教育の推進 学校教育 ○

イ 防災教育の推進 学校教育 ○

ウ 防犯教育の推進 学校教育 ○

エ 体力向上を図る指導の充実 学校教育 ○

オ 学校保健の充実 学校教育 ○

（４） 学校教育における人権教育の推進 所 管 自己評価
ア 人権教育推進体制の充実 学校教育 ○

イ 人権教育の指導内容、指導方法の工夫・改善 学校教育 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼交通安全対策啓発用資料・防犯対策啓発資料「気をつけて｣の作
成、配布（全児童生徒へ配布)
▼交通安全教室開催(各小中学校)
▼交通安全啓発資料
・交通安全ポスター・作文コンクール

・学校における安全教育は年々高まってい
ますが、道路へのとび出し、自転車による
交通事故等は後をたちません。
・今後も引き続き安全対策に努めてくださ
い。

▼避難訓練（各小中学校）
地震、火災、竜巻等を想定した避難訓練及び引渡し訓練の実施

・緊急地震速報を活用した防災訓練も行
われています。より実際を想定した取組を
行ってください。

▼防犯ブザーの配布（新入学児童２１３人）
▼不審者対応避難訓練の実施

・防犯ブザーの交換についても対応できる
と良いのではないでしょうか。

▼宮代町立小・中学校児童生徒体力向上推進委員会（４回）
・体育部会
進んで体力づくりに取組める児童生徒の育成（前原中研究授業）

・保健部会
自らの健康を保持・増進できる児童生徒の育成
（各校の健康教育の実践）

▼全日本歯科コンクール優良校（百間中）

▼平成２７年度第６２回埼玉県学校歯科保健コンクール
優秀校(百間中）、優良校（前原中)

▼平成２７年度埼玉県体力向上優良校（須賀中学校）

・児童生徒の体力低下がさけばれる中、各
学校ではさまざまな取組が行われていま
す。各部会での課題が少しずつ良い方向
に向っていると思います。

・虫歯の治癒率が少しずつ向上していま
す。健康保持増進が「歯科コンクール」の
良い成績につながっていると思います。こ
れからも継続して取り組んでください。

▼学校保健委員会
・各小・中学校における学校保健委員会の実施

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼各種研修会と宮代町人権教育推進協議会による活動
人権意識の高揚と差別のない明るい地域社会づくりの推進が図ら

れ、研修等を通して人権について考えるきっかけを提供し、人権を尊
重する意識を高揚

▼人権文集（あおぞら第２１集）の発行 ７００部

▼宮代町人権教育推進協議会による啓発
研修会 ３ 回・ ９８人

・人権教育推進にむけて、さまざまな取組
が行われています。今後もより一層、人権
意識の高揚と差別のない明るい地域社会
づくりの推進が図られるようお願いします。

・「人権意識」を育てる教育は、地道な啓発
活動が必要です。各取組や実績は目的を
達成していると思います。

▼教職員研修会開催（H27.8）
テーマ「差別の現実から学ぶ」 １３０ 人

▼子どもの人権講座（H27.12 小学６年生 239人）

▼人権作文発表会（H27.12 小中学生 165人）

▼宮代町いじめ防止基本方針
各小・中学校のいじめ防止学校基本方針に基づくいじめ防止の推

進

・児童虐待は喫緊の課題です。学校では
子供を虐待から守る取組がなされていま
すが、今後も早期発見、早期対応につと
め、とくに虐待を受けた児童生徒には適切
なケアを行ってください。

・いじめを早期発見して適切に解決に導い
ていける学校の指導体制ができてきまし
た。

・今後もより一層学校のみならず、保護者
や地域社会、関係機関等が一体となって
仕組づくりを推進していけるように努めて
ほしいと願います。
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（５） 学校給食の充実と食育の推進 所 管 自己評価
ア 学校給食の充実 教育総務 ○

イ 食育の充実 教育総務
学校教育

○

３． 質の高い学校教育の推進

（１） 創意を生かし、家庭・地域に開かれた特色ある学校づくりの推進 所 管 自己評価
ア 学校評議員の活用 学校教育 ○

イ 学校教育情報の積極的な発信 学校教育 ○

ウ 学校評価の充実 学校教育 ○

エ 学校応援団の推進 学校教育 ○

オ 家庭・地域と連携した学校の安全対策の推進 学校教育 ○

カ 学校自由選択制の推進 学校教育 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼多様な献立メニューの実施
「世界の料理（オリンピック）」、「各都道府県の郷土料理」、「季節の

行事食」、「我が家の自慢料理」など、楽しく食べながら社会性や豊か
な人間性を醸成

▼地場産食材の活用
宮代産農作物 〔36品目 ／ 使用量 米約23t、野菜等約10t〕

▼放射線対策 随時、町ＨＰで公開中
・使用食材の産地（予定・実績）
・使用食材の放射性物質の測定（毎週１回、３品目）

・食べることでできるコミュニティに注目し
たいと考えました。宮代町の学校給食へ
の取組は素晴らしいと思います。

▼食育の推進
・学年に応じたテーマによる栄養指導（小学1年生～中学2年生）
・給食だより（毎月）、食育だより（毎学期）による食育推進

▼施設の定期保守・点検と改修・修繕
・改修・修繕の実施

▼食物アレルギー対応
対象児童・生徒に対する「除去食」「代替食」の提供

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼全小中学校に学校評議員を設置（各校5名）
・教育活動全般についての意見交換
・提言や意見を活用した特色ある学校づくりの展開
・次年度の学校課題や目標設定の参考として活用
・地域での子供たちの様子等についての意見から具体的な対応
を実践

・学校評議員からは貴重な提言や意見を
頂き、より良い学校づくりに生かされてい
ます。

・積極的な情報発信により学校の様子が
手にとるようにわかります。結果、家庭地
域の理解につながっています。

▼学校要覧、学校パンフレットの作成（全小中学校）
▼学校だよりの作成（全小中学校） 地域へも配布
▼学校ホームページの更新

前原中、百間小ブログ

・学校応援団による活動は多岐にわたり、
さまざまな協力をいただいています。
今後も学校とよく打合せをし、バランスの
良い活動を望みます。

▼学校関係者評価の実施
▼保護者、地域への学校評価の公表
・学校の課題の明確化と、次年度に向けての教育計画の更新

・ホームページで学校の様子が見られるの
は良いと思いますが、写真掲載には十分
注意してください。

▼学校応援団活動
図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、環境整備、部活動・学習支援、ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ他

▼「こども１１０番の家」の設置（１２６軒、前年度より１件の減）
・抑止力として、不審者による重大な事件発生なし

▼「スクールガード」（各小学校で組織、計３２３名）
「スクールガードリーダー」（各小学校に１名、県からの委嘱）

・下校時における不審者情報の減少
・地域の防犯意識の高揚

▼各小中学校における避難訓練（毎学期）
▼各小中学校において年に１回、薬物乱用防止教室を開催
▼緊急時における対応マニュアルの見直し

▼制度利用者（H27）
小学校３２名 中学校１１名
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（２） 教職員の資質向上 所 管 自己評価
ア 人事評価制度の充実 学校教育 ○

イ 教職員研修の充実 学校教育 ○

ウ 教職員モラルの向上 学校教育 ○

（３） 学習環境の整備・充実 所 管 自己評価
ア 学校施設・設備の整備 教育総務 ○

イ 教材教具の整備と効果的な活用 学校教育 ○

ウ 町立小中学校の適正配置 教育総務 ○

エ 就学に対する支援 学校教育 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
・年間スケジュールに基づいた人事評価の充実
適切な人事評価実施のために研修会実施

・昨今、教職員の不祥事が報道されていま
す。意識の高揚、モラル向上に向けより一
層取り組んでいただきたいと思います。

・臨時的任用教員研修、町非常勤講師研修、年次研修の充実
・各種研修会の実施

・倫理確立委員会及び服務研修会の実施（各校）

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼学校施設環境の維持・改善
施設修繕・改修工事 安全かつ快適な教育環境の維持

▼放射線対策
・大気中の放射線量の定期測定（月１回）、公表
・ホットスポット計測（２回）

・教材教具の整備が進む中、より一層効
果的な活用を図ってください。

▼授業の内容を深め、学力向上を図るため教材教具の設備充実
理科、算数・数学の教材教具
フットサルゴール、楽器（ユーフォニューム、チューバ））

▼基本方針・計画の策定
H27.8 「宮代町立小中学校の適正配置の関する方針」
H28.3 「宮代町立小中学校適正配置計画」

▼地域住民への説明、意見交換
地域ワークショップ「学校をつくろう」により未来の学校像のまとめ

教育フォーラム２０１６（H28.1.30）
基調講演「人口減少社会の学校づくり」 文教大学 葉養正明教授
参加者との意見交換

・現在の各校の通学路の整備も必要では
ないでしょうか。

▼就学援助費の支給
・小学校

就学援助費支給者は １６０名（9,753,522円）
特別支援教育就学奨励費支給者は１２名（ 334,493円）

・中学校
就学援助費支給者は １２５名（13,060,620円）
特別支援教育就学奨励費支給者は ４名（ 102,619円）
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方針Ⅱ町民の創意を生かした学びの場づくり

４． 家庭・地域の教育力の向上

（１） 家庭の教育力の向上 所 管 自己評価
ア 家庭教育学級活動の推進 生涯学習 ○

イ 家庭教育への支援 教育総務 ○

（２） 青少年健全育成の推進 所 管 自己評価
ア 青少年が健やかに成長できる環境づくりの推進 生涯学習 ○

イ 青少年体験活動の推進 生涯学習 ○

ウ 育成団体との連携・支援 生涯学習 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼家庭教育学級の開催
小学校と連携し、就学時健康診断の時間を活用して親の学習会を

開催
参加者数
須賀小学校（５１人）、東小学校（６２人）、笠原小学校（６４人）

・塾など習い事も増えているなか、公衆電
話も減少しているので携帯電話を持たせ
る家庭も増加しています。従って、使い方
の教育は子供、保護者とも大切です。

▼入学準備金補助制度
利子補給 H27 ６件 上限30,000円

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼青少年非行防止活動（青少年育成推進員）

街頭キャンペーン、コンビニエンスストア巡回、夜間パトロール実
施など

・新しい「宮代郷土かるた」の制作が始まっ
たと伺い大変期待しています。「かるた」を
通じて住民同士の新しいつながり、文化が
醸成されることを願います。

▼子ども大学みやしろの開催 ４日間 参加者数５４人（H26 ５２人）
・子供たちの知的好奇心に応える場として日本工業大学を中心として
講座開設
・学校の授業では経験できない知識や体験を通じて「学ぶ力」や「生
きる力」を育成

▼みやしろ郷土かるた大会の開催
・６７チーム・２０１人（H２６ ６６チーム・１９８人）
※団体戦（３人制）のみ

・郷土宮代の歴史、名所、文化などを学び郷土愛を育むため実施
・競技を通した仲間づくり、ルールを守ることなど健全育成につながる
体験機会を提供

▼彩の国２１世紀郷土かるた 宮代大会の開催
・１５組・４０人（H２６ ２２組・６９人） ※個人戦、団体戦（４人制）
・郷土埼玉の歴史、名所、文化などを学び郷土愛を育むため実施
・競技を通した仲間づくり、ルールを守ることなど健全育成につながる
体験機会を提供、上位チームは県大会に出場
※町代表チームが県大会（３月１２日開催）で団体戦にて初優勝（全１
２０組出場）、個人戦ベスト１６（同）

▼あそべんちゃーわーるど 参加者３９人（Ｈ２６ ３０人）
・小学生を対象とした山崎山の自然を活かした各種体験事業を共栄
大学との連携のもと開催

▼青少年育成団体との連携
・青少年育成推進員による啓発活動、非行防止パトロール他の実施
・子ども会育成連絡協議会のかるた大会への協力（審判、読み手）
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５．生涯学習とスポーツの振興

（１） 町民の創意を生かした生涯学習の推進 所 管 自己評価
ア 生涯学習機会の充実 生涯学習 ○

イ 公民館活動の充実 生涯学習 ○

ウ 図書館活動とサービスの充実 生涯学習 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼市民参加により各事業を実施

多くの町民の協力を得て町民スポーツ大会、町民文化祭、成
人式、みやしろ大学、市民大学みやしろ、郷土かるた大会等を
開催

・宮代町には大学、資料館、図書館等もあ
ります。以前の町基本構想「水面に映える
文化都市」にもありましたが、文化振興は
積極的に進めて欲しいと思います。

▼みやしろ大学の開催〔H２７．４～１２〕 （ ）内はH２６
登録２７９人(２２５人）アンケート満足度 ８２％（９０％）

・受講生から運営委員（7人）を募り、自主的に企画・運営

▼町民文化祭の開催（H２７.１０．３１～１１．３） （ ）内はH２６
発表 １，４０８人（１，５２４人） ／ 展示 １，８２８人（２，０５１人）
文化公演会（世界一の口笛コンサート）５１０人

・日頃の生涯学習活動の成果を発表する場、制作者や発表者の励
みとなり、鑑賞者が活動に参加するきっかけづくりを実践

▼成人式の開催（H２８.１．１０） （ ）内はH２６
出席者数 ２２６人（２４０人） 出席率 ６５．１％（６７．０％）

・新成人１０人が実行委員となり、二十歳の思い出となる式を自分たち
の力で実現

・昨今、ヴァーチャル（仮想的）な関係を容
易につくれるいろいろな環境や機器が私
たちを取り巻き、人と人が向き合うことや
じっくり話し合うということができにくい環境
にあると思われます。人の声のトーンや微
妙な表情の変化、しぐさの全体として会話
する、人と時間を共有する、といった最も
基本的なことが置き去りにされてしまうとす
ると、それは人の本質に関係するとても残
念なことです。このようなことを思うとき、あ
らたな「みやしろかるた」制作や、食育な
ど、人々が集うことがイメージされる事業
が本当に的を得た重要な取組として浮か
び上がってきます。

▼市民大学みやしろ
・たくみの村木工講座（H２７．４～H２８．３ 計２３回）４人
・少年少女コーラス隊（H２７．１０～H２８．３ 計９回）４１人
＊町制施行６０年記念ソング「雲の果てに」の練習及び披露

・ビブリオバトルティーンズ編（H２７.１０．２５）１２人
・子どもDIY教室（H２７.１１．２８）１０人
・親子DIY教室（H２８.３．２１)１１人

ぶつかり合ったり、煩わしいと思ったり、し
かしうれしいことも多い人と人との関わり
合いを何らかの形で伝えていくことは、難
しいけれども大事なことだと感じています。

・「ビブリオバトル」もおもしろい取組。目に
見えないところでも様々な取組が行われて
いることが確認できました。

▼３館（和戸、百間、川端）体制により運営 （ ）内はH２６
開館日数 ３０９日 稼働率 ４４．８％（４６．０％）
利用者数 ５３，９０８人（５３，６４８人）
利用回数 ４，９９５件（５，１１２件）

・「地域の身近な学習拠点」として、文化芸術から軽スポーツまで、
様々な活動に利用
・川端公民館駐車場の不陸整正工事の実施
・救急救命講習会の実施（参加者川端２１人、百間２７人、和戸１６人）

・町制施行６０年記念ソング「雲の果てに」
は、様々な機会をとらえて広めていってく
ださい。

▼指定管理者による管理運営
指定管理者 （株）図書館流通センター
指定期間 平成23年4月1日～平成28年3月31日

▼蔵書数
図書資料 254,433冊（H26 253,490冊）

うち一般書 195,777冊（H26 195,461冊）
うち児童書 58,656冊（H26 58,029冊）
視聴覚資料 8,048点（H26 8,527点）

▼利用状況
開館日数 288日（H26 284日）
貸出者数 102,320人（H26 104,162人）
貸出冊数 388,307冊（H26 407,940冊）

▼月例・季節行事等の参加者数
延べ4,168人（H26 4,337人）

▼新規事業
らんどせるブック（小学1年生のブックスタート事業）
学校図書館システムの導入（図書管理のオンライン化）
ハッピークリーン（書籍の自動消毒機）の導入ほか

・新規事業として新しい取組が行われまし
た。「活字離れ」が懸念されている今日、本
から様々な事柄を学べるよう、アイデアに
期待します。
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エ 文化芸術の振興 生涯学習 ○

（２） 人権教育の推進 所 管 自己評価
ア 地域社会や職域における人権教育の推進 生涯学習 ○

イ 人権啓発資料の充実 生涯学習 ○

ウ 人権教育指導者の育成 生涯学習 ○

（３） 郷土の伝統文化の継承と新しい町民文化の創造 所 管 自己評価
ア 文化財保護の推進 文化財保護 ○

イ 遺跡の保護と調査研究の推進 文化財保護 ○

ウ 文化財の活用と郷土学習の推進 文化財保護 ○

エ 資料館活動の充実 文化財保護 ○
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▼特定分野総括助成金の交付
宮代町文化協会 （425,000円）
市民団体との継続的な協働により、町の文化芸術の振興を図るた

め、宮代町文化協会に対し助成金を交付

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼各種研修会と宮代町人権教育推進協議会による活動
人権意識の高揚と差別のない明るい地域社会づくりの推進を図る

ため、研修会等を通して人権について考える機会を提供

・人権教育推進にむけて、さまざまな取組
が行われています。今後もより一層、人権
意識の高揚と差別のない明るい地域社会
づくりの推進を図ってください。

▼人権文集（あおぞら第２１集）の発行 ７００部（再掲）
▼埼葛人権啓発ライブラリー等を活用し、みやしろ大学県外研修時
等に人権啓発DVDを視聴

・「人権意識」を育てる教育は、地道な啓発
活動が必要です。各取組や実績は目的を
達成していると思います。

〔Ｐ１２再掲〕
▼宮代町人権教育推進協議会による啓発
研修会 ３ 回・ ９８人

▼教職員研修会開催（H27.8.21）
テーマ「差別の現実から学ぶ」 １３０ 人

実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
文化財保護法に基づく、試掘調査、発掘調査、整理作業
▼埋蔵文化財の所在の有無を確認する試掘調査
▼埋蔵文化財の遺物整理
・地蔵院遺跡等の整理作業を実施
▼道仏土地区画整理事業に伴う道仏遺跡の整理作業
・平成20、22～23、25～26、26年度道仏遺跡の発掘調査の整理作業
を実施

・現在から未来を創造するだけでなく、「過
去から現在を通して」未来を創造すること
も大切です。こうした創造の厚みを増す意
味での、伝統文化の考察と継承の重要性
を感じます。

町内に残る貴重な文化財の保護と、文化財に対する調査
▼文化財保護委員会の運営（委員8名）（3回開催）
・指定文化財候補について審議、調査
・徳川家康画像、粟田口焼茶碗等の文化財の指定
▼指定文化財保存事業補助
県指定文化財五社神社防災設備保守点検事業

・郷土資料館や図書館の持つ役割は、利
用率という可視的なものを超えて「みやし
ろらしさ」の種を育むものと考えられます。
その意味で、取組や実績を高く評価したい
と思います。

▼町内に残る貴重な文化財を保護するための啓発活動
文化財案内板の設置 道仏北遺跡

▼開館実績 日数 278日 ／ 利用者総数 14,867人
「見て、聞いて、体験して」という基本的な考えのもと特別展や企画
展、講座等を実施と資料の整理、保存
▼普及、啓発事業の実施
・資料館だよりの発行(年3回)
・郷土資料館のホームページを通じた、宮代町の歴史、文化財の紹
▼特別展・企画展の開催

「道中日記～江戸時代の旅」 2,614人
「埼葛・北埼玉の水塚」 2,644人
「宮代町60年のあゆみ」 4,481人
「地面の中をのぞいてみよう」 2,869人

▼各種講座・体験学習教室の開催
夏休みを中心として各種講座を開催
「縄文土器づくり教室」 19人
「夏休みとっておき体験～郷土資料館へ行こう」 110人（延べ）
「移築民家と「アタラシイ」ゲキ12」 20人
「かやぶき民家で聞く昔話」 30人

▼古文書・民俗資料の整理
▼小学生への昔の暮しや道具、遺跡や土器の説明等の学習支援
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（４） 地域スポーツの振興 所 管 自己評価
ア 生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 スポーツ振興 ○

イ 誰でも気軽に参加できる健康・体力づくり活動の推進 スポーツ振興 ○

ウ スポーツ施設の運営と利用促進 スポーツ振興 ○

エ 学校体育施設利用の促進 スポーツ振興 ○

オ スポーツ指導者の養成と団体支援 スポーツ振興 ○
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実 績 ・ 成 果 点検評価委員意見
▼第４３回町民体育祭
参加チーム ２０（４７地区） 前年度２０（４３地区）

※雨天により中止となったが、前年度を上回る地区の申込みがあっ
た。多くの地区では、練習や反省会等を実施しており、町民の健康増
進、体力の向上、生きがいづくりなどの面で、大きな役割を果たすべ
く、他者との連帯感を生み出し、地域コミュニティの醸成にも寄与して
いる。

・町民体育祭見直しへの取組の中で、町
民が一堂に会する体育祭に求められる性
格を鮮明にすることが重要と考えます。

・多種多様なニーズに応える健康づくりの
ステージを用意する必要性を感じます。そ
のために、総合型スポーツクラブや各種連
盟協会の連携協力が求められると思いま
す。

▼町民スポーツ大会（９大会）
参加者総数 １，１４７人

▼第３２回宮代町綱引大会
参加者総数 ３２０人

▼第1８回ﾌｧﾐﾘｰﾊｲｷﾝｸﾞ（H27.10. 群馬県碓氷峠）
大人４２人

▼第４１回年少者スキー教室（H28.1. 栃木県湯元スキー場）
小学４～６年生 雪不足のため中止（申込者２４６人）

・「スキー教室」が中止となりましたが、改
めてその重要性が確認されました。小さい
ときに始めることは「きっかけ」づくりとなり
ます。

・町営各グラウンドの駐車場の拡張も含め
た整備が望まれます。

▼総合運動公園 開館日数 303日／利用者総数211,238人
・指定管理
第２期：平成25年4月1日～平成30年3月31日 ミズノグループ
管理業務や経理状況に関する報告（随時）定期打合（月１回）実施

・大規模修繕、改修
プール棟散水ポンプ改修工事

・自主事業の実施（参加者数延べ４０，５４３人）
スポーツ（テニス教室、水泳教室、バドミントン教室、新体操教室等）
健康（膝痛・腰痛体操教室）

▼社会体育施設 開園日数 360日 ／ 利用者総数 75,686人
スポーツ活動や地域コミュニティ醸成のため活動などにも利用され

る身近な運動場の草刈や修繕など適切な管理を実施
・グラウンド（前原、東、宮東、東粂原）
・宮東テニスコート
・山崎アーチェリー場

▼学校施設開放（夜間及び土日祝日の開放）
体育館（各小中学校） 集会室（笠原小学校）
グラウンド（各小学校） 夜間照明（前原中学校）
校庭等利用 ５５３件 １２，９０３人
体育館等利用 １，６８７件 ２７，９１３人

▼スポーツ推進委員活動（推進委員数１１人）
・大人のスポーツフィールド （全１０回・延べ６８人）
・あそびと運動

トライ （全10回 延べ160人）＊小学１・２年生対象
チャレンジ（全15回・延べ242人）＊小学３・４年生対象

・大人の体力テスト（H２７．９ １５人）

▼広報誌発行
スポーツ推進委員だより（年1回）
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